
押印の廃止について（お知らせ） 

 

令和３年４月１日から、予防課及び消

防署に提出される各種届出書等の押印

を廃止します。 

出雲市消防本部ホームページ上の様式

に 「 ㊞ 」 が記されていないものは、押

印の必要はありません。 

 

お問合せ先 

出雲市消防本部 予防課 

予防係   ０８５３-２１-６９２１ 

指導係   ０８５３-２１-６９２１ 

危険物係  ０８５３-２１-６９２２ 


